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大和市規則第４２号 

大和市道に設ける道路標識の寸法を定める規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和市道の構造の技術的基準等を定める条例（平成２５年大和市条例第１１

号。以下「条例」という。）第４条第２項の規定に基づき、大和市道（以下「道路」という。）に

設ける道路標識の寸法（当該標識等の最大の幅をいう。以下同じ。）を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び道路標識、区画線及び道路標示に関す

る命令（昭和３５年総理府・建設省令第３号）で使用する用語の例による。 

（案内標識の寸法） 

第３条 案内標識の寸法は、別表第１の案内標識の欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の

寸法の欄に定める寸法を基準とする。 

２ 別表第１に掲げる案内標識以外の案内標識の寸法は、当該案内標識に表示する文字等の大きさ

及びその数並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた寸法とするものとする。 

３ 案内標識の寸法のうち文字及び記号の大きさは、別表第２のとおりとする。 

 （警戒標識の寸法） 

第４条 警戒標識の寸法は、１辺４５センチメートルを基準とする。 

２ 警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、前

項に規定する寸法の１．３倍、１．６倍又は２倍に拡大することができる。 

３ 警戒標識の寸法のうち記号の大きさは、別表第３のとおりとする。 

（補助標識の寸法） 

第５条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦１０センチメートル以上横４０

センチメートル以上６０センチメートル以下（「注意事項（５１０）」を表示する補助標識にあっ

ては、１辺３０センチメートル）を基準とする。 

２ 補助標識の標識板は、その附置される案内標識及び警戒標識の標識板と同じ比率で拡大し、又

は縮小することができるものとする。 

 （委任） 



第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

  



別表第１(第３条関係) 

案内標識 
寸法 

種類 番号 

道路の通称名 １１９－Ａ 縦２４センチメートル・横８０センチメートル 

道路の通称名 １１９－Ｂ 縦２４センチメートル・横８０センチメートル 

道路の通称名 １１９－Ｃ 縦８０センチメートル・横２０センチメートル 

まわり道 １２０－Ａ 縦３０センチメートル・横４５センチメートル 

備考 

１ 「まわり道（１２０－Ａ）」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況に

より特別の必要がある場合にあっては、この表に定める寸法の１．３倍、１．６倍又は２倍

に、それぞれ拡大することができる。 

２ 「道路の通称名（１１９－Ａ、１１９－Ｂ又は１１９－Ｃ）」を表示する案内標識について

は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、この表に定める寸

法の１．５倍又は２倍に、それぞれ拡大することができる。 

３ 「道路の通称名（１１９－Ａ、１１９－Ｂ又は１１９－Ｃ）」を表示する案内標識について

は、表示する文字の字数により図示の横寸法（道路の通称名（１１９－Ｃ）を表示するもの

については、縦寸法）を拡大することができる。 
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備考 

１ 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法（単位はセンチメートルとす

る。）を基準とする。 

２ 案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告（１０８の３）」、「方面、方向及び道路

の通称名（１０８の４）」、「著名地点（１１４－Ｂ）」、「道路の通称名（１１９－Ａ、１１９

－Ｂ又は１１９－Ｃ）」及び「まわり道（１２０－Ａ）」を表示するもの以外のものの文字の

大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値（ローマ字にあっては、その２

分の１の値）を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを１．５倍、２倍、

２．５倍又は３倍に、それぞれ拡大することができる。 

設計速度（単位はキロメートル毎時） 文字の大きさ（単位はセンチメートル）

４０、５０又は６０ ２０ 

３０以下 １０ 

３ 「方面、方向及び道路の通称名の予告（１０８の３）」及び「方面、方向及び道路の通称名

（１０８の４）」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によ

るものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの０．６倍の大きさとする。 

４ 「著名地点（１１４－Ｂ）」を表示する案内標識の文字の大きさは、１０センチメートルを

標準とする。 

５ 「方面、方向及び距離（１０５－Ａ、１０５－Ｂ又は１０５－Ｃ）」、「方面及び距離（１０

６－Ａ）」、「方面及び方向の予告（１０８－Ａ又は１０８－Ｂ）」、「方面及び方向（１０８の

２－Ａ１又は１０８の２－Ｂ）」、「方面、方向及び道路の通称名の予告（１０８の３）」、「方

面、方向及び道路の通称名（１０８の４）」及び「著名地点（１１４－Ａ又は１１４－Ｂ）」

を表示する案内標識に、それぞれ大和市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合

の当該記号の大きさは、日本字の大きさの１．７倍以下の大きさとする。 

６ 縁、縁線及び区分線の太さについては、次の寸法を基準とする。 

(1) 縁は、道路に設けるもので、「道路の通称名（１１９－Ａ、１１９－Ｂ又は１１９－Ｃ）」

を表示するものについては８ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの

２０分の１以上の太さを基準とする。 

(2) 縁線及び区分線は、日本字の大きさの２０分の１以上の太さを基準とする。 
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